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昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
碑
の
建
立
に
つ
い
て藤

本

頼

生

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
に
明
治
神
宮
に
て
斎
行
さ
れ
た
昭
憲

皇
太
后
百
年
祭
を
契
機
に
、
明
治
神
宮
監
修
『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』

（
吉
川
弘
文
館
）
の
刊
行
を
は
じ
め
、
あ
ら
た
め
て
昭
憲
皇
太
后
の
御

事
績
と
と
も
に
、
明
治
期
の
近
代
日
本
の
歩
み
を
た
ど
る
書
籍
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
「
国
母
陛
下
」
と
慕
わ
れ
た
昭
憲
皇
太
后
の
御
事
績

を
辿
る
刊
行
物
は
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
期
に
は
、
例
え

ば
、
大
正
三
年
の
帝
国
実
業
学
会
編
の
『
昭
憲
皇
太
后
坤
德
録
』
や
、

皇
学
書
院
編
『
昭
憲
皇
太
后
御
聖
徳
録
』、
上
田
景
二
編
『
昭
憲
皇

太
后
史
』、
洞
口
猷
寿
『
昭
憲
皇
太
后
宮
』、
渡
邊
幾
治
郎
『
昭
憲
皇

太
后
宮
の
御
坤
德
』
な
ど
の
書
籍
が
発
刊
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

研
究
ノ
ー
ト

い
る
。
戦
後
も
昭
和
二
十
九
年
の
明
治
神
宮
崇
敬
婦
人
会
に
よ
る

『
昭
憲
皇
太
后
御
坤
德
録　

昭
憲
皇
太
后
四
十
年
祭
記
念
』
や
『
新

輯 

昭
憲
皇
太
后
御
集
』
な
ど
の
刊
行
を
は
じ
め
数
多
く
の
研
究
業

績
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
、
平
成
二
十
二
年
の
佐
藤
一
伯

の
『
明
治
聖
徳
論
の
研
究
』、
小
田
部
雄
次
『
昭
憲
皇
太
后
・
貞
明

皇
后
』
や
、
平
成
二
十
六
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
打
越
孝
明
『
昭
憲

皇
太
后
の
ご
生
涯
（
（
（

』、
同
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
小
平
美
香
『
昭
憲
皇

太
后
か
ら
た
ど
る
近
代
』、
同
じ
く
昭
憲
皇
太
后
百
年
祭
の
記
念
展

に
あ
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た
『
昭
憲
皇
太
后
の
ご
生
涯
』（
明
治
神
宮
編
）

な
ど
が
刊
行
さ
れ
、
同
集
に
収
録
さ
れ
た
阪
本
是
丸
「
昭
憲
皇
太
后

と
「
明
治
」
と
い
ふ
時
代
」
の
よ
う
な
、
皇
太
后
の
御
敬
神
と
信
仰

に
つ
い
て
触
れ
た
興
味
深
い
論
考
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ら
の
業
績
は
い
ず
れ
も
皇
太
后
の
生
前
の
御
事
績
を
中
心
と
し
た
も
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の
で
あ
り
、
崩
御
後
の
大
喪
儀
に
つ
い
て
は
、
大
喪
使
に
よ
り
刊
行

さ
れ
た
『
昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
写
真
帖
』
に
そ
の
様
子
が
記
録
写
真

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
他
は
、
上
田
景
二
編
『
昭
憲
皇
太
后
史
』

等
に
も
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
大
喪
儀
の
次
第
等
に
つ
い
て
触
れ
た

記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　

加
え
て
大
喪
儀
に
使
用
さ
れ
た
葬
場
殿
の
撤
去
後
、
大
正
七
年
四

月
に
東
京
府
に
よ
っ
て
代
々
木
練
兵
場
内
に
建
立
さ
れ
た
「
昭
憲
皇

太
后
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
」
碑
に
つ
い
て
は
、
碑
自
体
は
、
練
兵
場
跡

地
に
あ
た
る
東
京
都
立
代
々
木
公
園
内
に
現
存
す
る
が
、
そ
の
建
立

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
公
文
書
に
断
片
的
に
記
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
記
載
の
あ
る
書
も
一
部
に
は
あ

る
も
の
の
（
（
（

、
碑
の
設
置
の
経
緯
全
体
に
つ
い
て
詳
述
し
た
も
の
は
、

平
成
二
十
六
年
四
月
に
明
治
神
宮
が
昭
憲
皇
太
后
百
年
祭
記
念
事
業

の
一
環
と
し
て
、
東
京
都
建
設
局
に
碑
の
修
復
を
申
し
出
た
際
に
、

明
治
神
宮
に
よ
っ
て
建
立
の
経
緯
を
説
明
し
た
案
内
板
の
設
置
が
な

さ
れ
た
際
の
説
明
文
が
あ
る
以
外
は
（
（
（

、
管
見
の
限
り
み
あ
た
ら
な
い
（
（
（

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
碑
の
建
立
に

つ
い
て
、
関
係
す
る
公
文
書
や
書
籍
な
ど
資
料
を
も
と
に
、
大
喪
儀

の
行
わ
れ
た
代
々
木
練
兵
場
と
い
う
地
の
意
義
と
と
も
に
歴
史
的
に

跡
付
け
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
葬
場
殿
と
代
々
木
練
兵
場
・
観
兵
式

　

ま
ず
、
葬
場
殿
の
設
け
ら
れ
た
代
々
木
練
兵
場
に
つ
い
て
、
そ
の

「
場
」
と
し
て
の
意
義
を
、
皇
室
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
少
し
述
べ

て
お
き
た
い
。

　

大
正
三
年
四
月
十
一
日
に
明
治
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
昭
憲
皇
太

后
が
六
十
五
歳
で
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
た
。
同
年
五
月
二
日
か
ら
三
十

日
に
か
け
て
皇
居
、
代
々
木
練
兵
場
、
桃
山
御
陵
の
各
所
に
て
御
大

喪
の
諸
儀
が
執
り
行
わ
れ
、
斂
葬
の
儀
を
終
え
た
五
月
二
十
六
日
に

は
、
京
都
伏
見
に
建
て
ら
れ
た
御
陵
が
、
宮
内
省
告
示
第
十
二
号
に

て
「
伏
見
桃
山
東
陵
」
と
定
め
ら
れ
た
。
御
大
喪
に
か
か
る
一
連
の

儀
式
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
『
昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
写
真

帖
』
な
ど
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
五
月
二
十
四
日
に
は
、

代
々
木
練
兵
場
（
現
在
の
東
京
都
立
代
々
木
公
園
）
に
お
い
て
、
大
喪

儀
に
お
い
て
重
要
な
儀
式
の
一
つ
で
あ
る
葬
場
殿
の
儀
が
斎
行
さ
れ

て
い
る
。
明
治
天
皇
の
大
喪
儀
の
折
の
葬
場
殿
は
青
山
練
兵
場
に
設

け
ら
れ
、
御
一
年
祭
遥
拝
式
も
同
場
に
て
斎
行
さ
れ
た
が
、
昭
憲
皇

太
后
の
大
喪
儀
の
折
の
葬
場
殿
は
、
青
山
練
兵
場
で
は
な
く
、
明
治

末
年
に
新
設
さ
れ
た
陸
軍
の
代
々
木
練
兵
場
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
（
（

。
葬
場
殿
建
設
に
際
し
て
は
、
ま
ず
大
喪
使
長
官
の
波
多
野

敬
直
男
爵
（
宮
内
大
臣
）
か
ら
山
本
権
兵
衛
内
閣
総
理
大
臣
宛
に
上

申
が
あ
り
、
江
木
翼
内
閣
書
記
官
長
か
ら
陸
軍
次
官
宛
に
照
会
が
な
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さ
れ
、
大
正
三
年
四
月
十
六
日
に
「
代
々
木
練
兵
場
ニ
関
ス
ル
件　

回
答
」
と
し
て
陸
軍
次
官
か
ら
異
存
無
旨
の
回
答
が
あ
り
（
（
（

、
設
置
さ

れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

　

こ
の
代
々
木
練
兵
場
は
代
々
木
御
殿
が
あ
り
、
昭
憲
皇
太
后
も
し

ば
し
ば
行
啓
あ
そ
ば
さ
れ
た
南
豊
島
御
料
地
（
旧
井
伊
家
下
屋
敷
）
い

は
ゆ
る
代
々
木
御
料
地
に
隣
接
し
た
地
で
も
あ
り
、
東
京
に
お
け
る

衛
戍
地
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
四
十
年
十
一
月
十
一
日
に
新
練
兵
場

と
し
て
敷
地
が
決
定
さ
れ
、
用
地
の
買
収
と
と
も
に
造
営
が
開
始
さ

れ
た
。
翌
四
十
一
年
八
月
か
ら
は
、
一
部
で
非
公
式
に
軍
事
演
習
の

使
用
が
開
始
さ
れ
て
い
た
も
の
の
（
（
（

、
四
十
二
年
六
月
に
練
兵
場
が
完

成
し
、
七
月
五
日
に
正
式
に
陸
軍
省
令
に
て
、
新
設
の
練
兵
場
を

「
代
々
木
練
兵
場
」
と
称
す
こ
と
が
決
定
し
、
官
報
で
告
示
さ
れ
た

こ
と
で
、
以
後
、
正
式
に
各
部
隊
で
の
練
兵
場
使
用
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（
（
（

。

　

都
心
の
主
た
る
衛
戍
地
と
し
て
は
、
も
と
も
と
維
新
後
に
宮
城
周

辺
に
整
備
さ
れ
て
い
た
日
比
谷
練
兵
場
が
あ
っ
た
が
、
都
市
化
に

伴
っ
て
教
練
自
体
が
困
難
と
な
り
、
明
治
十
九
年
以
降
、
宮
城
周
辺

の
軍
事
教
練
施
設
が
徐
々
に
赤
坂
・
青
山
方
面
の
大
山
街
道
周
辺
を

中
心
と
す
る
東
京
西
部
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
（
（
（

。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、

明
治
二
十
年
に
完
成
し
た
青
山
練
兵
場
（
の
ち
の
神
宮
外
苑
）
に
陸
軍

軍
事
始
観
兵
式
や
天
長
節
観
兵
式
の
行
事
が
、
明
治
二
十
一
年
以
降
、

日
比
谷
練
兵
場
に
代
わ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
練
兵
場
の

閉
鎖
に
伴
い
、
行
事
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
明

治
末
期
に
は
、
青
山
練
兵
場
が
陸
軍
の
軍
事
教
練
、
衛
戍
の
中
心
地

と
な
っ
て
い
た
が
、
明
治
四
十
年
に
日
本
大
博
覧
会
の
開
催
計
画
が

靑
山
練
兵
場
を
予
定
地
と
し
て
企
図
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
す
る
と
、

青
山
練
兵
場
に
代
わ
る
赤
坂
・
麻
布
の
歩
兵
連
隊
を
中
心
と
し
た
教

練
場
と
し
て
新
規
に
造
営
さ
れ
た
代
々
木
練
兵
場
が
徐
々
に
軍
事
訓

練
の
中
心
地
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。
明
治
天
皇
の

崩
御
後
、
大
正
三
年
二
月
十
五
日
の
第
四
回
神
宮
奉
祀
調
査
会
に
お

い
て
全
会
一
致
で
代
々
木
（
南
豊
島
御
料
地
）
が
神
宮
鎮
座
地
と
し

て
決
定
、
四
月
二
日
に
内
定
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
同
年
七
月
六
日

の
第
七
回
神
宮
奉
祀
調
査
会
に
て
青
山
練
兵
場
が
明
治
神
宮
の
外
苑

と
し
て
正
式
に
決
定
す
る
と
（
（（
（

、
以
降
、
観
兵
式
な
ど
の
陸
軍
行
事
も

徐
々
に
代
々
木
練
兵
場
へ
と
代
替
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
天
皇
は
、

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
十
月
三
十
一
日
の
天
長
節
祝
日
観
兵
式
に

は
じ
め
て
行
幸
あ
そ
ば
さ
れ
（
（（
（

、
昭
和
天
皇
も
皇
太
子
時
代
の
大
正
九

（
一
九
二
〇
）
年
十
月
三
十
一
日
の
天
長
節
祝
日
観
兵
式
に
て
行
啓
さ

れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
陸
軍
特
別
大
演
習
の
折
の
観
兵
式
等
に

も
行
幸
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
（
（（
（

、
即
位
後
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
も
陸

軍
始
、
天
長
節
等
の
観
兵
式
の
折
に
は
、
た
び
た
び
行
幸
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
大
正
半
ば
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
代
々
木
練
兵

場
は
ま
さ
に
陸
軍
行
事
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
現
在
も
代
々
木
公
園

内
に
あ
る
「
閲
兵
式
の
松
」
は
、
代
々
木
練
兵
場
で
観
兵
式
が
そ
の
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松
の
傍
ら
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

ま
た
、
代
々
木
練
兵
場
の
そ
の
一
部
は
、
明
治
四
十
三
年
四
月
に

明
治
天
皇
の
思
召
に
よ
っ
て
、
演
習
に
て
巻
き
起
こ
る
赤
土
の
風
塵

被
害
の
防
止
、
砂
塵
の
御
料
地
内
の
流
入
防
止
な
ど
の
目
的
を
以
て
、

南
豊
島
御
料
地
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
大
正
七
年
五
月
に
も
神
宮
内

苑
建
設
の
折
に
も
一
部
が
編
入
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
南
豊
島
御
料
地
に
は
、

明
治
天
皇
よ
り
も
昭
憲
皇
太
后
が
御
料
地
内
の
代
々
木
御
殿
へ
た
び

た
び
行
啓
し
た
縁
故
の
地
で
あ
り
（
（（
（

、
そ
こ
に
隣
接
す
る
の
が
代
々
木

練
兵
場
で
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
も
つ
代
々
木
練
兵
場
を
葬
場
の
敷
地
と
し
て
定

め
、
昭
憲
皇
太
后
の
葬
場
殿
は
建
設
さ
れ
た
。
葬
場
殿
の
儀
そ
の
も

の
の
儀
式
次
第
、
葬
場
殿
の
全
容
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
『
昭
憲
皇

太
后
実
録
』
の
記
述
（
（（
（

に
詳
し
く
、
当
時
発
行
さ
れ
た
神
社
関
係
の
機

関
誌
で
あ
る
『
全
国
神
職
会
会
報
』
や
『
神
社
協
会
雑
誌
』
に
よ
っ

て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

。
ま
た
、
前
出
の
『
昭
憲
皇
太
后
大

喪
儀
写
真
帖
』
な
ど
で
も
写
真
画
像
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

葬
場
殿
の
棟
上
式
は
、
大
正
三
年
五
月
五
日
の
午
前
十
時
に
、
大

喪
使
事
務
官
で
工
営
部
長
の
片
山
東
熊
宮
内
省
内
匠
頭
（
工
学
博
士
）

が
参
列
し
斎
行
さ
れ
、
以
後
工
事
が
開
始
さ
れ
、
起
工
後
わ
ず
か
二

週
間
で
竣
功
と
な
っ
た
。

　

葬
場
そ
の
も
の
は
、
内
玉
垣
、
外
玉
垣
の
二
重
の
垣
に
囲
ま
れ
て

お
り
、
葬
場
殿
自
体
は
敷
地
四
十
七
坪
五
合
、
間
口
が
九
間
、
奥
行

き
が
五
間
半
で
あ
り
、
明
治
天
皇
の
葬
場
殿
が
十
五
間
、
七
間
で

あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
一
回
り
小
さ
い
殿
舎
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
単
層
照

上
げ
の
屋
根
、
入
母
屋
造
り
の
総
檜
材
で
作
成
さ
れ
、
隅
柱
は
直
径

一
尺
の
円
柱
で
、
屋
根
は
総
檜
皮
葺
、
左
右
の
獅
子
口
に
は
金
色
菊

花
御
紋
章
の
金
具
が
配
さ
れ
た
。
ま
た
内
部
の
御
床
は
重
量
七
百
貫
、

八
百
貫
と
も
い
わ
れ
る
御
轜
車
を
奉
安
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
床
下

に
は
鄭
重
か
つ
入
念
な
地
盤
整
備
が
行
わ
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
十

分
に
打
ち
固
め
ら
れ
、
目
潰
し
川
砂
利
を
敷
き
詰
め
、
一
寸
二
分
の

松
板
を
張
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
さ
ら
に
は
屋
上
三
か
所
に
避
雷
針

が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
（
（（
（

。
檜
材
は
木
曽
の
御
料
林
か
ら
伐
採
さ
れ

た
も
の
が
使
用
さ
れ
、「
白
木
の
葬
場
殿
」
と
題
し
た
『
東
京
日
日

新
聞
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
総
檜
造
り
の
入
母
屋
の
葬
場
殿
は
「
白

木
の
香
高
く
、
荘
厳
人
の
気
を
圧
す
（
（（
（

」
と
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
葬
場
入
口
か
ら
葬
場
殿
ま
で
の
通
路
の
長
さ
は
百
間

（
約
一
八
〇
ｍ
）、
葬
場
殿
を
中
心
に
通
路
の
両
脇
に
は
左
方
に
楽
舎
、

右
方
に
は
回
廊
を
つ
た
っ
て
、
神
饌
舎
、
祭
官
幄
舎
が
設
け
ら
れ
、

一
般
奉
拝
者
が
参
列
、
伺
候
す
る
大
幄
舎
が
通
路
左
右
に
相
対
し
て

設
置
さ
れ
、
奥
行
き
七
十
間
、
間
口
十
五
間
の
大
規
模
な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
幄
舎
に
当
日
は
、
九
五
〇
名
を
超
す
一
般
奉
拝
者
を

収
容
し
た
と
さ
れ
る
。
幄
舎
の
奥
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
便
殿
、
皇

族
御
休
所
（
七
間
×
十
八
間
）
が
設
置
さ
れ
、
右
幄
舎
後
方
に
外
国

の
使
臣
休
所
（
七
間
×
十
四
間
）
が
建
て
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
便
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殿
と
休
所
を
境
に
内
玉
垣
（
瑞
垣
）
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
そ
の
面
積
は

六
千
五
百
坪
、
東
西
百
間
、
南
北
百
四
十
間
の
外
玉
垣
を
含
め
た
面

積
は
約
一
万
五
千
坪
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
総
門
か
ら
、
二
十
五
間

の
地
点
に
第
一
鳥
居
、
左
右
大
幄
舎
の
北
端
中
央
に
第
二
鳥
居
、
そ

の
北
方
に
幔
門
が
建
て
ら
れ
、
内
玉
垣
の
内
外
側
に
は
五
十
六
基
の

庭
燎
が
焚
か
れ
た
。

　

建
設
時
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
大
喪
使
工
営
部
事
務
所
や
皇
宮
警

察
溜
所
、
高
等
官
・
判
任
官
食
堂
や
調
理
所
や
附
属
幄
舎
な
ど
も
設

け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
全
て
を
含
め
、
葬
場
殿
の
各
施
設
は
、
ま

さ
に
「
国
母
陛
下
」
と
慕
わ
れ
た
昭
憲
皇
太
后
の
御
坤
徳
に
相
応
し

い
偉
容
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
鹵
簿
の
御
通
路
は
代
々
木
練
兵
場
入
口
か
ら
十
五
間
幅
の

道
路
で
あ
り
、
そ
の
中
央
に
御
轜
車
が
通
御
す
べ
き
部
分
四
間
幅
に

割
栗
を
敷
き
詰
め
、
十
六
ト
ン
の
蒸
気
ロ
ー
ラ
を
運
転
し
て
地
盤
を

入
念
に
押
し
固
め
た
も
の
で
、
御
霊
柩
を
御
料
列
車
に
乗
せ
て
桃
山

東
御
陵
ま
で
運
ぶ
代
々
木
仮
停
車
場
は
、
葬
場
殿
裏
に
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
ど
が
新
設
さ
れ
た
。
仮
停
車
場
か
ら
現
在
の
山
手
線
原
宿

駅
側
へ
と
向
か
う
線
路
も
整
備
さ
れ
、
仮
停
車
場
駅
長
に
は
、
英
照

皇
太
后
、
明
治
天
皇
の
大
喪
儀
で
も
仮
停
車
駅
長
を
拝
命
し
た
高
橋

新
橋
駅
長
が
任
命
さ
れ
た
。
神
社
界
か
ら
も
、
葬
場
へ
の
参
列
を
許

さ
れ
て
お
り
、
全
国
神
職
の
代
表
と
し
て
、
今
井
清
彦
全
国
神
職
会

常
務
幹
事
を
は
じ
め
、
飯
島
誠
、
伊
奈
豊
太
郎
、
椎
名
政
五
郎
、
小

野
安
昌
、
壬
生
昌
延
、
大
木
聟
治
、
高
妻
安
、
山
本
常
磐
、
石
塚
資

雄
、
石
井
胖
次
郎
、
中
島
博
光
、
西
角
井
正
一
、
金
井
郡
治
、
早
山

茂
、
阿
留
多
伎
治
郎
、
田
中
泰
雄
、
春
日
邦
彦
、
勝
目
覚
二
、
鈴
木

脩
次
郎
、
宮
崎
盛
雄
、
香
取
總
麿
、
東
角
井
福
臣
、
櫻
井
稲
麿
、
福

田
正
躬
、
宮
澤
軍
三
郎
、
松
山
英
胤
、
菅
貞
雄
、
田
内
逸
有
、
都
祭

歌
之
助
の
三
〇
名
が
五
月
二
十
四
日
に
参
列
、
御
霊
柩
を
奉
送
し
た
（
（（
（

。

代
表
と
な
っ
た
三
〇
名
の
中
に
は
、
の
ち
に
神
宮
神
部
署
主
事
を
務

め
た
中
島
博
光
や
『
全
国
神
職
会
会
報
』『
皇
国
』
誌
の
編
輯
に
も

携
わ
っ
た
櫻
井
東
花
こ
と
櫻
井
稻
麿
な
ど
、
神
社
界
の
名
物
宮
司
な

ど
の
名
前
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
葬
場
殿
な
ど
の
建
物
の
拝
観
も
五
月

二
十
日
か
ら
、
六
月
五
日
ま
で
一
般
の
拝
観
が
許
可
さ
れ
、
初
日
に

は
十
二
万
人
の
参
拝
者
が
参
集
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

。

二
　
葬
場
殿
趾
碑
の
建
立

　

明
治
天
皇
の
大
喪
儀
後
の
例
（「
大
喪
儀
ノ
用
ニ
供
シ
タ
ル
建
造
物
及

其
ノ
附
属
物
ノ
譲
與
ニ
関
ス
ル
件
」
大
正
元
年
十
二
月
勅
令
第
五
十
五
号
）

で
は
、
葬
場
殿
な
ど
の
建
造
物
を
公
共
団
体
に
譲
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
、
葬
場
殿
な
ど
の
建
物
は
東
京
市
に
譲
与
さ
れ
た
が
（
（（
（

、

こ
れ
は
明
治
天
皇
一
代
限
り
の
勅
令
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
例
を
も

と
に
大
正
三
年
六
月
五
日
付
勅
令
第
百
十
一
号
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
内

容
の
「
大
喪
儀
ノ
用
ニ
供
シ
タ
ル
建
造
物
及
其
ノ
附
属
物
ハ
之
ヲ
宮

内
省
又
ハ
公
共
團
體
ニ
譲
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
（（
（

」
と
い
う
勅
令
が
公
布
、
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即
日
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
大
喪
儀
後
の
建
造
物
等
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
六

月
五
日
に
大
喪
使
長
官
の
波
多
野
敬
直
男
爵
名
で
大
隈
重
信
内
閣
総

理
大
臣
宛
て
に
上
申
が
あ
り
（
（（
（

、
閣
議
に
供
さ
れ
た
上
で
、
六
月
六
日

大
喪
儀
に
使
用
し
た
葬
場
殿
及
び
幄
舎
な
ど
全
て
の
建
築
物
、
幢
幡
、

矛
や
盾
、
太
鼓
な
ど
の
附
属
品
一
切
を
東
京
府
に
、
敷
込
し
た
砂

利
・
地
中
埋
設
物
に
つ
い
て
は
陸
軍
省
へ
、
大
喪
儀
に
供
し
た
葬
場

殿
仮
停
車
場
の
上
家
部
分
、
霊
柩
移
御
の
た
め
の
御
通
路
上
家
部
分

な
ど
に
つ
い
て
は
鉄
道
省
へ
、
各
々
引
き
渡
す
旨
の
通
知
が
江
木
翼

内
閣
書
記
官
長
よ
り
各
府
省
へ
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
六
月
二
十

日
ま
で
の
間
に
取
り
壊
し
て
建
造
物
等
を
引
取
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

当
初
は
建
物
の
内
、
一
部
は
記
念
と
し
て
残
し
て
遺
跡
と
し
て
留
め

置
き
、
あ
る
部
分
の
建
物
は
慈
善
事
業
の
た
め
の
建
築
材
料
に
供
す

る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
（（
（

。

　

葬
場
殿
等
の
建
物
が
東
京
府
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

当
時
、
代
々
木
練
兵
場
の
あ
る
代
々
幡
村
が
南
多
摩
郡
で
あ
り
、
東

京
市
下
で
は
な
く
郡
部
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
（（
（

。
大
正
三
年
六
月
八

日
の
午
前
九
時
か
ら
久
保
田
政
周
東
京
府
知
事
、
杉
原
東
京
府
議
会

議
長
、
東
京
府
高
等
官
ら
の
参
列
の
下
、
出
雲
大
社
の
竹
崎
大
教
正

に
よ
る
清
祓
式
が
斎
行
さ
れ
、
翌
九
日
か
ら
殿
舎
の
取
り
壊
し
が
開

始
さ
れ
た
。

表１　昭憲皇太后大喪儀葬場殿などの下賜先（『全国神職会会報』による）

名称 行き先
1 葬場殿（正殿） 東京府
2 便殿附属廊下 慈善救済會櫻風會
3 幄舎 豊多摩郡
4 左幄舎 渋谷、代々幡、千駄ヶ谷、内藤新宿、淀橋の各町村
5 右幄舎 東京市
6 休所及び附属廊下 救世軍
7 工営部詰所 真哉會
8 庭燎舎 職工学校、小笠原島、渋谷町
9 膳舎 東京育成団
10 祭官幄舎 四恩瓜生會
11 楽舎 浄土宗労働共済會
12 膳舎附属廊下 東京養老院
13 警官詰所其の他 豊多摩郡
14 表門 東京市
15 その他の門 豊多摩郡
16 筵四万四千枚 郡農會
17 御葬具一切 府立学校、島郡市
18 提灯六十三対 府下の各寺院
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取
り
壊
し
工
事
が
終
了
し
た
後
、
下
賜
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
殿

舎
等
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
十
二
日
よ
り
分
配
が
決
定
し
、
そ
の
分

配
は
別
表
1
の
通
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
下
賜
先
に
つ
い
て
は
役

所
や
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
の
み
な
ら
ず
、
養
老
院
や
慈
善
団
体
に

く
わ
え
一
部
宗
教
関
係
も
含
ま
れ
て
お
り
、
八
月
に
は
府
の
受
け
取

り
が
完
了
し
た
。

　

殿
舎
な
ど
が
取
り
壊
さ
れ
、
大
喪
儀
以
前
の
状
態
に
戻
っ
た
代
々

木
練
兵
場
で
あ
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
崩
御
か
ら
ち
ょ
う

ど
一
年
と
な
る
、
大
正
四
年
四
月
十
一
日
に
は
、
昭
憲
皇
太
后
一
年

祭
遥
拝
式
が
午
前
十
時
よ
り
東
京
府
の
主
催
に
よ
っ
て
葬
場
殿
跡
に

設
け
ら
れ
た
遥
拝
殿
に
て
宮
西
惟
助
根
津
神
社
宮
司
が
斎
主
と
な
っ

て
斎
行
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
、
御
一
年
祭
に
際
し
て
は
、
大
喪
儀
当

日
と
同
様
、
府
内
各
郡
区
役
所
及
び
学
校
各
神
社
に
お
い
て
も
遥
拝

式
が
斎
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
遥
拝
式
よ
り
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
あ
た
る
大
正
四
年
三
月
十
八

日
に
東
京
府
か
ら
卯
庶
發
第
一
四
九
号
に
て
、
遥
拝
式
の
挙
行
を
致

し
た
い
と
い
う
申
し
出
と
と
も
に
、
葬
場
殿
跡
地
の
上
に
仮
設
の
建

築
物
を
建
て
た
い
、
つ
い
て
は
三
月
二
十
日
よ
り
跡
地
を
拝
借
さ
せ

て
欲
し
い
、
ま
た
、
遥
拝
式
終
了
後
二
週
間
が
経
過
す
る
四
月
二
十

五
日
ま
で
撤
去
す
る
と
の
照
会
が
陸
軍
省
宛
に
な
さ
れ
て
お
り
、
結

果
と
し
て
申
し
出
が
認
め
ら
れ
、
前
述
し
た
遥
拝
殿
が
設
置
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
設
置
に
際
し
て
陸
軍
省
か
ら
は
、
前
節
に
て
指
摘

し
た
通
り
、
代
々
木
練
兵
場
は
東
京
に
お
け
る
重
要
な
衛
戍
地
で
あ

り
、
諸
隊
の
練
兵
演
習
に
使
用
す
る
た
め
、
人
馬
に
危
険
無
き
よ
う
、

遥
拝
殿
を
撤
去
す
る
際
に
は
、
杭
跡
、
瓦
斯
配
管
、
電
柱
跡
な
ど
の

埋
立
、
復
旧
に
注
意
し
、
練
兵
に
支
障
無
き
よ
う
に
す
る
こ
と
が
指

令
案
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。

　

そ
の
後
、
大
正
四
年
七
月
二
日
に
第
二
次
大
隈
内
閣
の
内
務
次
官

へ
と
転
出
し
た
久
保
田
政
周
（
（（
（

知
事
に
代
わ
り
、
内
務
省
神
社
局
長

を
七
年
に
わ
た
っ
て
務
め
、
神
社
奉
祀
調
査
会
の
委
員
も
務
め
る
井

上
友
一
が
東
京
府
知
事
に
就
任
す
る
。
井
上
自
身
、
明
治
神
宮
の
創

建
に
関
し
て
は
非
常
に
熱
心
に
尽
力
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
（
（（
（

。
そ

の
点
も
あ
っ
て
か
、
井
上
が
知
事
に
就
任
し
て
か
ら
、
代
々
木
練
兵

場
内
の
御
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
地
（
四
十
七
坪
五
合
）
を
保
存
す
る
動

き
が
進
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
一
端
と
し
て
、
大
正
四
年
十
月
二
十

六
日
付
の
卯
庶
発
第
七
二
六
号
、
東
京
府
知
事
法
学
博
士
井
上
友
一

名
で
、
岡
市
之
助
陸
軍
大
臣
に
対
し
て
、
趾
地
を
現
状
の
侭
使
用
さ

せ
て
欲
し
い
旨
の
許
可
申
請
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
陸
軍
次
官
よ
り
東
京
府
知
事
へ
の
回
答
で
は
、
府
が
求

め
る
葬
場
殿
跡
の
御
遺
跡
の
位
置
に
つ
い
て
永
遠
に
標
示
す
る
こ
と

が
必
要
な
場
合
、
其
の
方
法
に
つ
い
て
改
め
て
協
議
に
応
じ
る
旨
の

回
答
（
十
二
月
二
十
七
日
）
が
な
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
こ
れ
が
、

葬
場
殿
跡
地
を
保
存
し
、
後
世
に
皇
太
后
の
御
坤
徳
を
伝
え
て
ゆ
く
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た
め
に
東
京
府
か
ら
葬
場
殿
趾
碑
を
建
立
し
た
い
と
の
申
請
へ
の
動

き
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
以
後
、
約
一
年
余
そ
の
動

き
は
停
滞
す
る
。
書
類
上
の
や
り
取
り
で
し
か
窺
う
こ
と
の
で
き
な

い
公
文
書
資
料
か
ら
は
そ
の
事
由
を
詳
し
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
推
測
で
き
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
は
、
代
々
木
練
兵
場
と

い
う
、
日
常
的
に
陸
軍
の
軍
事
演
習
に
用
い
る
場
で
の
建
設
申
請
に

あ
た
っ
て
は
、
申
請
す
る
東
京
府
を
管
轄
す
る
内
務
省
と
代
々
木
練

兵
場
を
管
轄
す
る
陸
軍
省
双
方
の
許
可
を
取
り
付
け
ね
ば
な
ら
ず
、

内
務
省
、
陸
軍
省
双
方
で
の
照
会
、
回
答
の
文
書
の
や
り
取
り
を
行

う
た
め
、
容
易
に
建
立
の
許
可
へ
と
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
も
う
一
点
と
し
て
は
、
大
正
五
年
三
月
三
十
日
に
陸
軍
大

臣
が
岡
市
之
助
か
ら
大
島
健
一
へ
と
交
代
、
内
務
大
臣
に
つ
い
て
は
、

大
正
三
年
四
月
の
第
二
次
大
隈
内
閣
発
足
当
初
は
大
浦
兼
武
、
翌
四

年
七
月
三
十
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
は
大
隈
重
信
が
兼
任
、
以
後
大

正
五
年
十
月
九
日
に
寺
内
正
毅
内
閣
が
成
立
す
る
ま
で
の
一
年
間
は
、

一
木
喜
徳
郎
が
務
め
、
五
年
十
月
九
日
か
ら
は
後
藤
新
平
が
内
務
大

臣
で
あ
っ
た
と
い
う
交
替
事
情
も
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
結
果

的
に
葬
場
殿
趾
の
建
碑
申
請
が
具
体
化
す
る
の
は
、
大
正
六
年
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

大
正
六
年
に
な
っ
て
か
ら
陸
軍
省
は
、
同
年
五
月
二
日
付
の
卯
庶

発
第
七
二
六
号
に
て
東
京
府
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
代
々
木
練
兵
場
内

の
記
念
碑
建
設
の
件
に
関
し
て
、
内
務
大
臣
へ
の
照
会
へ
の
回
答
案

と
し
て
、
東
京
府
知
事
か
ら
の
記
念
碑
建
設
の
申
請
は
陸
軍
省
と
し

て
は
支
障
無
い
も
の
で
あ
り
、
許
可
を
す
る
こ
と
を
前
提
に
行
う
こ

と
と
し
て
、
内
務
大
臣
、
陸
軍
大
臣
と
の
連
署
で
東
京
府
へ
書
類
を

返
却
す
る
こ
と
と
し
た
い
旨
の
案
文
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
碑

の
設
置
場
所
に
つ
い
て
も
条
件
を
付
け
て
無
料
使
用
と
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
そ
の

折
に
は
、
当
初
葬
場
殿
跡
地
の
保
存
と
し
て
四
十
七
坪
五
合
が
想
定

さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
使
用
地
の
坪
数
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
実

地
調
査
を
東
京
府
が
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
と
し
、

練
兵
場
で
あ
る
た
め
、
建
碑
地
を
陸
軍
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
は
返

却
す
る
こ
と
や
、
演
習
の
際
に
碑
の
損
害
等
が
あ
っ
て
も
賠
償
責
任

は
負
わ
な
い
旨
も
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
こ
の
案
が
採
用
さ
れ
、
大
正
六
年
八
月
二
十
七
日
に
陸

普
第
二
七
四
〇
號
に
て
「
代
々
木
練
兵
場
内
へ
記
念
碑
建
設
ノ
件
」

と
し
て
大
島
健
一
陸
軍
大
臣
よ
り
内
務
大
臣
男
爵
後
藤
新
平
宛
て
に

「
首
題
ノ
件
ニ
関
シ
別
紙
ノ
通
東
京
府
知
事
ヨ
リ
申
請
有
之
候
處
右

は
當
省
ニ
於
テ
支
障
無
之
ニ
付
許
可
致
度
候
条
貴
省
異
存
無
之
候

ハ
ヽ
指
令
書
ヘ
捺
印
ノ
上
書
類
ト
共
ニ
返
却
相
成
度
候
也
」
と
い
う

照
会
を
出
し
て
お
り
、
許
可
の
条
件
に
つ
い
て
も
陸
軍
省
受
領
壱
第

一
〇
六
一
號
に
て
、
先
に
述
べ
た
通
り
の
三
つ
の
条
件
が
記
さ
れ
た

も
の
が
、
内
務
省
へ
文
書
と
し
て
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
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あ
る
（
（（
（

。

　

こ
の
間
、
東
京
府
か
ら
は
、
九
月
十
八
日
付
卯
庶
発
第
七
二
六
號

で
も
「
陸
軍
省
用
地
無
料
使
用
ノ
件
」
と
し
て
陸
軍
省
用
地
の
使
用

申
請
が
も
う
一
度
出
さ
れ
て
お
り
、
先
の
陸
軍
大
臣
か
ら
の
照
会
に

つ
い
て
は
、
内
務
大
臣
の
決
裁
も
経
て
、
大
正
六
年
十
月
十
五
日
付

け
内
務
省
陸
理
第
二
六
号
「
陸
軍
用
地
無
料
使
用
許
可
ノ
件
回
答
」

に
て
、
内
務
大
臣
も
異
存
な
い
こ
と
が
陸
軍
大
臣
宛
て
に
通
知
さ
れ

た
。

　

こ
の
通
知
に
よ
り
陸
軍
、
内
務
省
双
方
の
大
臣
の
連
署
に
て
指
令

案
が
決
裁
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
東
京
府
へ
申
請
を
許
可
す
る
旨
の

書
類
を
返
戻
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
東
京
府
へ
書
類
を
出
す
こ

と
が
陸
軍
東
京
経
理
部
へ
達
せ
ら
れ
た
。
陸
軍
東
京
経
理
部
は
陸
軍

大
臣
官
房
宛
て
に
東
京
府
へ
の
記
念
碑
建
設
に
か
か
る
土
地
使
用
の

許
可
に
関
す
る
返
戻
書
類
の
案
を
出
し
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
十
月

十
六
日
に
陸
軍
か
ら
正
式
に
建
設
用
地
の
無
料
使
用
の
許
可
が
出
さ

れ
た
。

　

そ
の
後
、
同
年
十
月
三
十
一
日
の
陸
軍
の
天
長
節
観
兵
式
の
終
了

を
ま
っ
て
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
東
經
營
第
一
七
五
七
號
「
代
々

木
練
兵
場
内
記
念
碑
建
設
使
用
地
引
渡
之
件
照
會
」
と
し
て
陸
軍
東

京
経
理
部
長
今
井
武
雄
名
で
、
井
上
友
一
東
京
府
知
事
宛
て
に
碑
の

建
設
使
用
地
の
受
授
証
書
を
交
わ
す
こ
と
が
通
知
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

同
年
十
一
月
七
日
付
巳
學
第
三
八
八
七
號
に
て
東
京
府
か
ら
使
用
し

た
い
葬
場
殿
趾
地
の
坪
数
の
実
地
調
査
の
結
果
、
当
初
想
定
し
た
大

き
さ
よ
り
小
さ
い
十
二
尺
四
方
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
井
上
友
一
東

京
府
知
事
か
ら
大
島
陸
軍
大
臣
宛
に
あ
っ
た
。

　

大
正
六
年
十
二
月
十
日
付
で
は
東
京
府
へ
建
設
用
地
の
引
き
渡
し

が
な
さ
れ
、
使
用
地
の
受
領
が
完
了
（
（（
（

、
同
年
十
七
日
付
東
經
營
第
一

八
三
九
號
「
代
々
木
練
兵
場
内
記
念
碑
建
設
地
引
渡
之
件
報
告
」
と

し
て
大
島
陸
軍
大
臣
宛
に
東
京
府
知
事
と
の
間
に
土
地
の
受
授
が
完

了
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

使
用
地
の
受
領
が
お
わ
っ
た
葬
場
殿
趾
地
で
は
、
建
碑
の
た
め
の

工
事
が
東
京
府
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
翌
大
正
七
年
四
月
に
碑
が
完

成
し
た
。
碑
は
、
敷
地
周
囲
を
置
石
に
て
囲
み
、
約
五
〇
㎝
の
高
さ

の
四
角
の
石
垣
と
瑞
垣
で
囲
ま
れ
た
中
に
「
昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
葬

場
殿
趾
」
と
書
か
れ
た
石
柱
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十

年
八
月
の
大
東
亜
戦
争
終
結
を
迎
え
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
進
駐
後
、
占

領
下
に
お
い
て
は
、
代
々
木
練
兵
場
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
接

収
さ
れ
、
連
合
国
軍
の
軍
用
地
と
な
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
か
ら
広

大
な
練
兵
場
跡
地
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
兵
舎
、
家
族
用
居
住
宿
舎
で

あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
ハ
イ
ツ
が
建
設
さ
れ
、
返
還
さ
れ
る
昭
和
三
十
九

年
ま
で
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
葬
場
殿
趾
碑
が
ど
の
よ
う
な

様
子
で
あ
っ
た
か
は
、
断
片
的
に
し
か
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
東
京
都
公
園
協
会
監
修
の
『
代
々
木
公
園
』（
昭
和
五
十
六
年
）

に
よ
れ
ば
「
た
だ
し
、
戦
後
の
一
時
期
、
こ
の
場
所
が
ワ
シ
ン
ト
ン
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ハ
イ
ツ
と
い
う
名
で
米
軍
宿
舎
と
し
て
接
収
さ
れ
た
あ
い
だ
は
、
こ

の
記
念
碑
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
解
体
し
て
明
治
神
宮
に
預
か
っ
て

も
ら
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
そ
れ
を
公
園
整
備
の

段
階
で
、
ほ
ぼ
原
位
置
に
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
た
だ
し
、
授
受
の
際
の
証
書
に
記
さ
れ
た
図
面
（
（（
（

を
見
る
限
り

で
は
、
碑
の
建
設
地
は
現
在
の
設
置
場
所
よ
り
、
や
や
西
北
奥
に

あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
渋
谷
区
編
の
『
新
修
渋
谷
区

史 

中
巻
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
葬
場
殿
趾
碑
が
「
戦
後
こ
こ
が
ワ

シ
ン
ト
ン
ハ
イ
ツ
に
な
っ
た
の
で
、
石
柱
は
明
治
神
宮
原
宿
口
に
近

い
と
こ
ろ
に
移
さ
れ
た
（
（（
（

」
と
あ
り
、『
代
々
木
公
園
』
の
記
載
と
や

や
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。『
代
々
木
公
園
』
の
記
載
が
正
し
い
も

の
と
し
て
、
一
旦
、
碑
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
考
え
て
も
現
在

の
碑
の
設
置
場
所
が
、
本
来
の
葬
場
殿
が
設
け
ら
れ
た
場
所
よ
り
、

や
や
原
宿
駅
に
近
い
場
所
に
移
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
碑
が
解
体
さ
れ
て
明
治
神
宮
に
預
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か

も
含
め
、
そ
の
点
を
窺
い
知
る
史
料
が
な
く
、
現
段
階
で
は
、
図
面

等
の
比
較
か
ら
み
て
葬
場
殿
碑
の
建
碑
位
置
が
設
置
当
初
の
位
置
よ

り
も
南
東
方
向
に
若
干
移
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
た
い
。

　

ま
た
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
碑
の
揮
毫
者
に
つ
い
て
は
窺
い
知
る

史
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
碑
の
裏
面
に
刻
ま
れ
た
東
京

府
の
「
京
」
の
文
字
は
「
亰
」
の
文
字
を
使
用
し
て
お
り
、
明
治
期

か
ら
昭
和
初
期
ま
で
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
「
東
亰
（
（（
（

」
の
語
が
、
東

京
府
が
建
て
た
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
価
値
あ
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
明
治
神
宮
に
明
治
天
皇
と
と
も
に
御
祭
神
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
昭
憲
皇
太
后
の
崩
御
後
、
大
喪
儀
の
折
に
葬
場
殿
が
設

け
ら
れ
た
代
々
木
練
兵
場
内
に
大
正
七
年
四
月
に
東
京
府
に
よ
っ
て

そ
の
御
坤
德
を
偲
び
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
設
置
さ
れ
た
「
昭

憲
皇
太
后
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
」
碑
の
建
立
に
つ
い
て
、
現
在
の
東
京

都
立
代
々
木
公
園
に
あ
た
る
代
々
木
練
兵
場
が
葬
場
と
し
て
選
ば
れ

た
「
場
」
と
し
て
の
意
義
、
ま
た
、
当
時
、
そ
の
地
で
実
施
さ
れ
て

い
た
陸
軍
の
観
兵
式
も
含
め
、
そ
の
碑
の
建
立
に
至
る
経
緯
を
史
料

を
用
い
な
が
ら
あ
と
づ
け
て
み
た
が
、
ま
だ
ま
だ
史
料
調
査
の
途
上

に
あ
り
、
本
稿
は
、
そ
の
詳
細
を
考
証
す
る
ま
で
の
研
究
報
告
の
段

階
に
あ
る
。

　

明
治
天
皇
の
葬
場
殿
に
つ
い
て
は
、
そ
の
敷
地
が
青
山
練
兵
場
で

あ
っ
た
も
の
の
、
葬
場
殿
の
敷
地
趾
に
樹
木
も
植
え
ら
れ
、
設
置
さ

れ
た
場
所
の
特
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
昭
憲
皇
太

后
の
葬
場
殿
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
葬
場
殿
が
設
置
さ

れ
た
敷
地
自
体
の
特
定
と
い
う
点
で
も
現
在
の
設
置
場
所
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
含
め
、
不
明
な
こ
と
も
多
い
。
現
状
で
は
、
当
初
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の
建
碑
の
位
置
か
ら
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
本
稿
に
て
明
ら
か
に
し

た
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
で
あ
る
が
元
の
設
置
場
所
の
位
置
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
本
稿
を
記
す
に
あ
た
っ
て
は
、
現

段
階
で
残
存
す
る
様
々
な
史
料
を
調
査
、
捜
索
し
て
き
た
が
、
大
喪

儀
後
に
東
京
府
内
各
地
に
頒
賜
さ
れ
た
葬
場
殿
の
殿
舎
の
そ
の
後
の

利
用
な
ど
未
だ
明
確
化
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
さ
ら
に
は
、

建
碑
申
請
が
進
展
す
る
に
あ
た
っ
て
、
井
上
友
一
神
社
局
長
が
東
京

府
知
事
に
就
任
し
た
時
期
が
一
つ
の
契
機
と
な
る
こ
と
も
指
摘
し
た

が
、
今
後
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
史
料
等
の
調
査
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

昭
憲
皇
太
后
崩
御
後
の
御
事
績
の
一
つ
と
し
て
、
葬
場
殿
趾
碑
の

建
立
ま
で
の
経
緯
を
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、「
国
母

陛
下
」
と
し
て
、
人
々
に
思
慕
さ
れ
て
き
た
昭
憲
皇
太
后
の
御
坤
徳

を
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
上
で
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
本
稿
が
今
後
の
研
究
の
進
展
に
い
さ
さ

か
で
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
　

尚
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
明
治
神
宮
の
廣
瀬
浩
保
権
禰
宜
か

ら
、
一
部
の
資
料
の
所
在
な
ど
を
教
示
戴
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
心
よ

り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

注（1
）　

打
越
書
の
巻
末
に
記
さ
れ
た
主
要
参
考
文
献
の
一
覧
が
、
崩
御
後

か
ら
近
年
の
研
究
ま
で
も
含
む
昭
憲
皇
太
后
研
究
史
の
動
向
を
知

る
に
は
、
非
常
に
端
的
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
過

去
に
は
、「
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
に
関
す
る
参
考
文
献
」『
正

論　

三
六
五
号
―
明
治
天
皇
生
誕
百
五
十
年
記
念 

明
治
天
皇
と

そ
の
時
代
』
産
経
新
聞
社
、
平
成
十
四
年
十
二
月
、
三
五
六
～
三

五
九
頁
、
に
参
考
文
献
一
覧
が
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

相
川
貞
晴
・
布
施
六
郎
『
代
々
木
公
園
（
東
京
公
園
文
庫
27
）』

郷
学
舎
、
昭
和
五
十
六
年
、
一
二
頁
。

（
3
）　
「『
昭
憲
皇
太
后
大
喪
儀
葬
場
殿
趾
碑
』
を
修
復
」『
代
々
木
』
五

十
五
巻
三
号
（
通
巻
四
九
七
号
）
明
治
神
宮
社
務
所
、
平
成
二
十

六
年
七
月
、
九
頁
。

（
4
）　

明
治
神
宮
外
苑
に
建
立
さ
れ
て
い
る
「
明
治
天
皇
葬
場
殿
趾
碑
」

に
つ
い
て
は
、
神
宮
外
苑
と
い
う
関
係
上
、
建
立
の
経
緯
に
つ
い

て
明
治
神
宮
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
案
内
看
板
等
も
あ
り
、
明
治

聖
徳
記
念
絵
画
館
の
裏
と
い
う
立
地
も
あ
っ
て
比
較
的
知
ら
れ
て

い
る
存
在
で
あ
る
が
、「
昭
憲
皇
太
后
葬
場
殿
趾
碑
」
に
つ
い
て
は
、

代
々
木
公
園
内
に
ひ
っ
そ
り
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

平
成
二
十
六
年
四
月
に
昭
憲
皇
太
后
百
年
祭
記
念
事
業
の
一
つ
と

し
て
明
治
神
宮
に
よ
っ
て
案
内
看
板
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
は
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
建
立
さ
れ
た
の
か
す
ら
、
一
般
に
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
5
）　

な
お
、
大
正
天
皇
の
大
喪
儀
の
際
の
葬
場
殿
は
、
新
宿
御
苑
に
設

け
ら
れ
た
。

（
6
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
「
代
々
木
練
兵
場
ニ
関
ス
ル
件　

回
答
」

（
大
正
三
年
四
月
一
六
日
）
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（
7
）　

吉
田
律
人
「
渋
谷
周
辺
の
軍
事
空
間
の
形
成
」
上
山
和
雄
編
『
歴

史
の
な
か
の
渋
谷
』
雄
山
閣
、
平
成
二
十
二
年
、
二
六
三
頁
。

（
8
）　
「
代
々
木
練
兵
場
の
設
置
」『
明
治
天
皇
紀　

第
十
二
』
吉
川
弘
文

館
、
昭
和
五
十
年
、
二
五
四
頁
。

（
9
）　

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
掲
吉
田
「
渋
谷
周
辺
の
軍
事
空
間
の
形

成
」
二
五
二
～
二
六
四
頁
、
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）　

前
掲
吉
田
「
渋
谷
周
辺
の
軍
事
空
間
の
形
成
」
二
六
一
～
二
六
四

頁
。

（
11
）　

明
治
神
宮
奉
賛
会
編
『
明
治
神
宮
外
苑
志
』
昭
和
十
二
年
、
一
一

五
頁

（
12
）　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
大
正
天
皇
実
録
』

巻
六
十
七
、
一
〇
頁
。

（
13
）　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
大
正
天
皇
実
録
』

巻
七
十
五
、
三
〇
頁
。

（
14
）　

前
掲
、
相
川
・
布
施
『
代
々
木
公
園
』、
八
八
～
八
九
頁
。

（
15
）　

内
務
省
神
社
局
編
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
昭
和
五
年
、
一
二
四
～

一
三
二
頁
。
の
ち
に
昭
和
二
年
六
月
二
十
五
日
付
、
一
経
営
第
四

二
九
号
「
明
治
神
宮
敷
地
分
筆
ノ
件
通
牒
」（
東
京
府
宛
）
と
し
て
、

明
治
神
宮
敷
地
編
入
分
を
土
地
台
帳
に
分
筆
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
昭
和
二
年
六
月
に
陸
軍
第
一
師
団
経
理
部
よ
り
東
京

府
宛
に
土
地
分
割
の
調
書
の
通
り
、
分
筆
し
、
所
管
換
す
る
旨
の

通
牒
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

南
豊
島
御
料
地
は
、
明
治
天
皇
は
明
治
一
九
年
一
月
一
九
日
の
一

度
で
あ
る
が
、
昭
憲
皇
太
后
は
、
明
治
二
十
二
年
四
月
一
三
日
以

降
、
四
十
二
年
六
月
十
日
に
わ
た
っ
て
合
計
九
度
の
行
啓
が
あ
っ

た
地
で
あ
る
。
詳
し
く
は
「
内
苑
敷
地
選
定
の
理
由
」
庭
園
協
会

編
『
明
治
神
宮
』
大
正
九
年
、
一
四
～
一
五
頁
。

（
17
）　

明
治
神
宮
監
修
『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
下
巻
、
平
成
二
十
六
年
、

吉
川
弘
文
館
、
七
四
九
～
七
五
三
頁
。

（
18
）　
『
全
国
神
職
会
会
報
』
第
一
八
七
号
、
大
正
三
年
五
月
、
三
七
～

九
一
頁
、『
全
国
神
職
会
会
報
』
第
一
八
八
号
、
大
正
三
年
六
月
、

三
四
～
六
一
頁
、『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
十
三
年
第
四
号
、
大
正

三
年
四
月
、
四
七
～
五
二
頁
。

（
19
）　

葬
場
殿
の
大
き
さ
の
比
較
に
つ
い
て
は
「
〇
御
大
葬
場
の
建
築
」

『
全
国
神
職
会
会
報
』
一
六
六
号
、
大
正
元
年
八
月
、
二
四
頁
お

よ
び
「
藤
こ
ろ
も　

▲
代
々
木
葬
場
殿
」『
全
国
神
職
会
会
報
』、

一
八
七
号
、
大
正
三
年
五
月
、
七
三
頁
、
を
参
照
し
た
。

（
20
）　

前
掲
「
藤
こ
ろ
も　

▲
代
々
木
葬
場
殿
」
七
三
頁
。

（
21
）　

前
掲
「
藤
こ
ろ
も　

▲
代
々
木
葬
場
殿
」
七
三
頁
。

（
22
）　
「
白
木
の
葬
場
殿
」『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
三
年
五
月
二
十
四
日
。

（
23
）　
「
藤
こ
ろ
も　

〇
全
国
神
職
の
代
表
奉
送
」『
全
国
神
職
会
会
報
』

一
八
八
号
、
大
正
三
年
六
月
、
三
四
頁
。

（
24
）　
「
▲
葬
場
殿
拝
観
」『
全
国
神
職
会
会
報
』
一
八
八
号
、
大
正
三
年

六
月
、
五
七
頁
。

（
25
）　
「
明
治
天
皇
大
喪
儀
用
建
物
物
件
等
処
分
セ
ラ
ル
」（
国
立
公
文
書

館
所
蔵
『
公
文
類
聚
』
第
三
十
六
編
・
明
治
四
十
五
～
大
正
元

年
・
第
一
巻
上
・
皇
室
・
大
喪
儀
・
帝
室
財
産
所
収
）

（
26
）　
「
大
喪
儀
ノ
用
ニ
供
シ
タ
ル
建
造
物
及
其
ノ
附
属
物
ノ
譲
与
ニ
関

ス
ル
件
ヲ
定
ム
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
纂
』
第
三
十

八
編
・
大
正
三
年
・
第
一
巻
・
皇
室
・
即
位
大
礼
・
大
喪
儀
所
収
）

（
27
）　
「
代
々
木
練
兵
場
内
ニ
建
設
ノ
葬
場
殿
及
附
属
建
設
物
全
部
東
京

府
ニ
譲
與
ノ
件
」（「
代
々
木
練
兵
場
内
ニ
建
設
ノ
葬
場
殿
及
附
属

建
設
物
ヲ
東
京
府
ヘ
譲
与
並
鉄
道
院
ニ
保
管
転
換
又
ハ
陸
軍
省
ヘ

引
渡
ス
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
纂
』
第
三
十
八
編
・
大
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正
三
年
・
第
一
巻
・
皇
室
・
即
位
大
礼
・
大
喪
儀
所
収
）

（
28
）　
「
藤
こ
ろ
も　

▲
葬
場
殿
御
下
賜
」『
全
国
神
職
会
会
報
』
一
八
九

号
、
大
正
三
年
七
月
、
五
八
頁
。

（
29
）　

前
掲
「
藤
こ
ろ
も　

▲
葬
場
殿
御
下
賜
」
五
八
頁
。

（
30
）　
「
昭
憲
皇
太
后
御
一
年
祭
遥
拝
式
四
月
十
一
日
」『
東
京
府
神
職
会

公
報
』
第
八
二
号
、
二
四
～
二
五
頁
。
記
事
に
は
、
遥
拝
殿
が
設

け
ら
れ
、
久
保
田
政
周
東
京
府
知
事
代
理
の
岡
田
忠
彦
内
務
部
長
、

杉
原
府
議
会
議
長
、
中
野
市
議
会
議
長
、
山
下
浄
土
宗
管
長
、
長

谷
神
道
管
長
、
菅
原
建
仁
寺
派
管
長
、
宮
川
助
役
ら
が
参
列
し
、

祭
員
二
十
九
名
に
よ
る
森
厳
な
式
が
執
り
行
わ
れ
た
と
あ
る
。

（
31
）　
「
代
々
木
練
兵
場
ニ
関
ス
ル
件
」「JA

CA
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
）Ref.C03010915600
、
大
日
記
乙
輯
大
正
06
年
（
防
衛

省
防
衛
研
究
所
）」「
代
々
木
練
兵
場
葬
場
殿
跡
整
理
ニ
関
ス
ル
件
」

「JA
CA

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.C10050048400

、

大
正
3
年　

昭
憲
皇
太
后
崩
御
に
関
す
る
陸
別
綴　

其
1
の
2

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）」

（
32
）　

久
保
田
政
周
は
、
井
上
と
同
じ
年
の
生
ま
れ
で
同
じ
東
京
帝
国
大

学
法
科
卒
の
経
歴
を
も
つ
が
、
内
務
省
へ
の
入
省
は
井
上
よ
り
も

二
年
遅
い
。
文
官
高
等
試
験
に
合
格
後
、
土
木
局
や
鉄
道
院
、
南

満
鉄
関
係
の
役
職
を
中
心
と
し
た
経
歴
を
も
つ
内
務
官
僚
で
あ
る
。

久
保
田
は
栃
木
県
知
事
や
三
重
県
知
事
な
ど
を
経
て
、
東
京
府
知

事
か
ら
転
任
直
後
に
第
二
次
大
隈
内
閣
の
下
で
内
務
次
官
と
な
り
、

そ
の
後
、
大
正
七
年
か
ら
十
一
年
ま
で
横
浜
市
長
と
な
っ
た
人
物

で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
井
上
の
よ
う
に
神
社
関
連
で
の
主
要
な

役
職
へ
の
就
任
は
神
社
奉
祀
調
査
委
員
以
外
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
神
社
関
係
内
務
官
僚
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
で

は
な
か
っ
た
。

（
33
）　

井
上
の
友
人
で
も
あ
っ
た
東
京
市
長
の
阪
谷
芳
郎
は
井
上
の
神
宮

鎮
座
へ
の
尽
力
に
つ
い
て
「
私
は
永
年
の
友
人
で
、
殊
に
大
蔵
省

時
代
、
地
方
行
政
の
改
革
、
又
は
慈
善
救
済
事
業
な
ど
の
公
務
上

接
触
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
就
中
最
も
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
は
、
明
治
神
宮
奉
建
に
就
い
て
は
、
当
時
神
社
局
長
と

し
て
居
ら
れ
た
関
係
も
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

非
常
に
熱
心
に
盡
力
さ
れ
た
こ
と
は
著
し
き
事
実
で
あ
っ
て
、
後

世
明
治
神
宮
が
崇
高
な
神
社
と
し
て
永
久
に
残
る
と
共
に
、
井
上

博
士
の
盡
力
も
永
久
に
記
念
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
し
て
い
る

（
阪
谷
芳
郎
「
適
時
適
所
に
置
か
れ
た
適
材
」『
斯
民
井
上
友
一
君

追
悼
号
』
第
一
四
編
第
七
号　

大
正
八
年
七
月
、
三
六
頁
）。

（
34
）　

前
掲
『
陸
軍
省
大
日
記
』
所
収
の
「
代
々
木
練
兵
場
ニ
関
ス
ル
件
」

の
一
綴
の
文
書
群
内
に
あ
る
「
代
々
木
練
兵
場
内
ニ
記
念
碑
建
設

ノ
件
」（
大
正
六
年
五
月
四
日
立
案
）

（
35
）　

前
掲
『
陸
軍
省
大
日
記
』
所
収
の
「
代
々
木
練
兵
場
ニ
関
ス
ル
件
」

の
一
綴
の
文
書
群
内
に
あ
る
陸
普
第
二
七
四
〇
號
「
代
々
木
練
兵

場
内
ニ
記
念
碑
建
設
ノ
件　

照
会
」（
大
正
六
年
八
月
二
七
日
）

（
36
）　

大
正
六
年
十
二
月
五
日
起
案
「
代
々
木
練
兵
場
内
葬
場
殿
碑
建
設

地
受
領
ノ
件
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　

受
授
証
書

　
　

一�　

代
々
木
練
兵
場
内
葬
場
殿
跡
記
念
碑
建
設
使
用
地
四
坪

拾
弐
尺
四
方
）

　
　
　

右
別
紙
圖
面
添
付
及
引
渡
候
也

　
　
　

大
正
六
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
軍
東
京
経
理
部
長
今
井
武
雄
印

　
　

右
受
領
候
也
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大
正
六
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
知
事
法
学
博
士　

井
上
友
一

と
あ
り
、
陸
軍
東
京
経
理
部
長
今
井
武
雄
、
東
京
府
知
事
井
上
友

一
の
両
名
間
で
土
地
の
授
受
手
続
き
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）　

前
掲
、
相
川
・
布
施
『
代
々
木
公
園
』
一
二
頁
。

（
38
）　

大
正
六
年
十
二
月
五
日
起
案
「
代
々
木
練
兵
場
内
葬
場
殿
碑
建
設

地
受
領
ノ
件
」
に
あ
る
「
代
々
木
練
兵
場
一
部
圖　

千
貳
百
分
之

壹
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）
お
よ
び
「
代
々
木
御
式
場

平
面
図
」（『
昭
憲
皇
太
后
御
大
喪
奉
送
始
末
』
所
収
）
に
よ
る
。

な
お
、「
代
々
木
練
兵
場
一
部
圖　

千
貳
百
分
之
壹
」
に
は
現
在

も
公
園
内
に
あ
る
池
が
記
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
地
図
と
の
比
較

も
含
め
、
葬
場
殿
北
西
に
あ
た
る
、
こ
の
池
の
位
置
や
葬
場
殿
裏

に
設
け
ら
れ
た
假
停
車
場
の
位
置
、
ま
た
南
東
に
位
置
す
る
水
無

橋
の
位
置
、
原
宿
駅
の
位
置
関
係
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
葬
場

殿
お
よ
び
最
初
の
葬
場
殿
趾
碑
が
設
け
ら
れ
た
位
置
と
現
在
の
葬

場
殿
趾
碑
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
推
定
で
き
る
。

（
39
）　

渋
谷
区
編
『
新
修
渋
谷
区
史　

中
巻
』
昭
和
四
十
一
年
、
一
三
六

八
～
一
三
六
九
頁
。

（
40
）　

一
例
で
は
あ
る
が
、
明
治
四
十
四
年
に
東
京
市
役
所
の
編
纂
に
て

刊
行
が
開
始
さ
れ
た
『
東
亰
市
史
稿
』
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期

に
か
け
て
「
亰
」
の
文
字
を
用
い
て
い
た
刊
行
物
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
。

（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
准
教
授
）


